
【対象と補助金額】 ① ドナー 入院・通院・面談1日あたり2万円、10日間を上限
 ② ドナーが勤務する事業所 入院・通院・面談1日あたり1万円、10日間を上限
 　 ※国、地方公共団体、独立行政法人を除く

骨髄等を提供するドナー等に対して補助金が出ます
　血液の病気に苦しみ、骨髄移植を必要とする患者さんは国内に大勢います。
　HLA（白血球の型）が適合するドナー登録者が見つかる確率は、現在95％となっていますが、実際の移植率
は移植を希望している患者の約55％に留まり、移植を希望していても骨髄等の提供を受けられない患者が多く
いる状況です。
　ドナー登録者の中には、「仕事を休めない」「休業が収入に直結する」などの理由により、骨髄等の提供を
断念される方も多いため、骨髄等を提供するドナーの負担を軽減し、移植が必要な方に骨髄等が提供されるよ
う、「ドナー」と「ドナーが勤務する事業所」への助成を始めます。

　 住民福祉課 保健予防係（保健センター）　☎ 62-9134　 住民福祉課 保健予防係（保健センター）　☎ 62-9134申込 問

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、おたっしゃ広場での各種予防教室は、規模を縮小して開
催しています。
 運動不足が心配される中、おたっしゃ広場では、多くの皆様に自宅に居ながらおたっしゃ広場の運動教室に
参加する感覚で毎日体を動かしていただけるよう、LCVテレビによるテレビ体操番組「お家で おたっしゃ広
場」の放映を開始しました。

「お家で おたっしゃ広場」が放映されます「お家で おたっしゃ広場」が放映されます
　 住民福祉課 介護高齢者係　☎ 62-9133　 住民福祉課 介護高齢者係　☎ 62-9133問

　中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度（2021年
度）の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。

【軽減対象】　
　設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税
【上記固定資産税額】
　令和2年（2020年）2月～10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
　　（1）50％以上減少・・・全額軽減
　　（2）30％以上50％未満・・・2分の1軽減
【申告受付】
　令和3年1月4日～令和3年1月31日までに償却資産の申告と合わせて必要書類（収入減を証する書類、
特例対象家屋の事業用割合を示す書類など、認定経営革新等支援機関等による確認を得た書類の写し）
とともに申告書を提出してください。提出には事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要とな
ります。詳しくは、中小企業庁のホームページにてご確認ください。

事業収入が減少している中小企業等に対して固定資産税を軽減します事業収入が減少している中小企業等に対して固定資産税を軽減します
　 財務課 資産税係　☎62‐9124　 財務課 資産税係　☎62‐9124問

YouTubeでも動画を配信しています。
フレイル予防のため、毎日の運動にぜひお役立てください。

町ホームページの
リンクから視聴できます。

LCVテレビにて毎日、午前・午後1日2回放映
・午前10時45分～11時
・午後４時～4時15分 

放映時間

●中小企業・小規模事業者が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準の特例

新型コロナ
対策
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